
電気自動車普及協議会規約 

 

第 1章 総  則 

 

(名  称) 

第 1条 本会は、電気自動車普及協議会(以下、｢協議会｣という。)と称し、英文では

Association for the Promotion of Electric Vehicles と表示する。 

 

(目  的) 

第 2条 地球環境の保全や持続可能な社会を実現していく上で、低炭素社会の早期実現が

不可欠との認識の下、電気自動車を低炭素社会実現の重要アイテムと捉え、利用

者の視点に立った電気自動車の普及と事業化又はそれらの支援に強い関心を持つ

企業や団体や個人が集まり、電気自動車の技術、品質及び安全性の向上や標準化

を推進し、電気自動車の普及を図ると同時に必要な人材の育成に資することを目

的とする。またこれらの活動を通じて、地域に根差した産業・経済・社会・文

化・生活の発展に広く寄与することを目指す。 

 

(事  業) 

第 3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 電気自動車の普及と事業化推進のための調査・研究 

(2) 協議会参加会員の電気自動車関連事業支援 

(3) 国内外の関連団体や企業・機関との連絡窓口 

(4) 電気自動車の普及と事業化推進のための政策提言や国・行政、その他関係機

関への働きかけ 

(5) 電気自動車事業化推進のための技術・品質・安全の向上や標準化の推進 

(6) 電気自動車事業化推進のための人材育成 

(7) 電気自動車普及と事業化推進のための社会環境、市場環境の醸成 

(8) その他前各号に附帯関連する、協議会の目的を達成するために必要な一切の

事業 

 

第 2章 会員及び役員 

 

(会  員) 

第 4条 会員は、特別会員、正会員及び賛助会員とする。 

2. 会員は、協議会が任意に提供する、協議会の事業成果に関する資料の配布及び協

議会が保管する資料その他協議会の事業に関し協議会が発信した情報を受けるこ

とができる。 
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3. 正会員は、総会の構成員となるとともに、第 12 条により設置される委員会の構

成員となることができる。 

4. 賛助会員は、第 12 条第 5 項において設置される作業部会の構成員となることが

できる。賛助会員は、幹事会の推薦を受け、かつ会長の承認を受けることにより

正会員となることができる。 

5. 特別会員は、地方公共団体及び公益法人並びに協議会の活動に特別に寄与すると

幹事会が認める個人、法人、団体がなることができる。特別会員は、総会の構成

員となるとともに、第 12 条により設置される委員会の構成員となることができ

る。 

6. 正会員は 1 口 10 万円、賛助会員は 1 口 1 万円の年会費を協議会に納入しなけれ

ばならない。 

 

(入・退会) 

第 5条 協議会の会員となろうとする者は、所定の申込書を事務局に提出するものとし、

当該申込書に基づき、幹事会の承認を受けて会員となることができる。 

2. 協議会を退会しようとする者は、原則として退会の 1 ヶ月前までに届け出なけれ

ばならない。退会までに未納の会費がある場合には、退会をしたにも拘らず協議

会に納める必要がある。また、退会する前に納めた会費は返還しない。 

3. 会員が次のいずれかの事由に該当する場合、幹事会の決議により除名することが

できる。 

(1) 会費を滞納し、催促から相当期間経過後も支払わないとき  

(2) 協議会の名誉を傷つけ、又は協議会の趣旨にふさわしくない行動をとったと

き 

 

(役  員) 

第 6条 協議会には、次の役員を置く。 

(1) 会  長 1 名(なお、会長は幹事及び代表幹事を兼ねることができる) 

(2) 代表幹事 1名とし、幹事の中から選ばれる 

(3) 幹  事 5 名程度 

監査理事 1名 

 

(役員の選任) 

第 7条 会長、幹事及び監査理事は、総会の決議によって選任し、同決議によりいつでも

解任することができる。 

2. 代表幹事は、幹事会の決議によって幹事の中から選定し、幹事会の決議によりい

つでも解任することができる。 
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(役員の職務) 

第 8条 会長は、協議会を統括する。 

2. 代表幹事は、協議会を代表し、協議会の業務執行を統括する。 

3. 幹事は、協議会の業務を執行する。 

4. 監査理事は、協議会の財産の状況及び業務の執行の状況を監査し、総会に報告す

る。 

 

(役員の任期) 

第 9条 役員の任期は 1年とする。但し、再任を妨げない。 

2. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

3. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行わなければならない。但し、会長が別途定めた場合又は解任された場合

は、この限りでない。 

 

第 3章 会  議 

 

(総  会) 

第 10条 総会は特別会員及び正会員によって構成する。 

2. 総会は、協議会の最高意思決定機関とする。 

3. 総会は、年に 1 回定期的に開催するほか、会長又は代表幹事が必要と認めたとき

に開催する。 

4. 総会の議長は会長とする。但し、会長がやむを得ず欠席する場合には、代表幹事

が議長を務めるものとする。 

5. 特別会員及び正会員は、いずれも 1口につき 1の議決権を有する。 

6. 総会の決議は、この規約に別段の定めがない限り、出席した会員の議決権の過半

数をもって行うものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

7. やむを得ない理由のため会議に出席できない総会の構成員は、書面をもって議決

権を行使し、又は他の出席構成員 1 名を代理人として議決権の行使を委任するこ

とができる。 

8. 幹事が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき

総議決権の過半数を有する会員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をし

たときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 

 

(幹 事 会) 

第 11条 幹事会は、幹事によって構成する。 

2. 幹事会は、この規約で定めるもののほか、事業計画及び収支予算並びに事業報告

及び収支決算等、協議会の重要事項その他代表幹事が必要と認めた事項について
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決議する。 

3. 幹事会は、年に 1 回定期的に開催するほか、代表幹事が必要と認めたときに開催

する。 

4. 幹事会の議長は代表幹事とする。但し、代表幹事がやむを得ず欠席する場合に

は、幹事の互選により選定された幹事が議長を務めるものとする。 

5. 幹事会の決議は、幹事の 2分の 1以上の出席をもって成立する。 

6. 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決する。但し、可否同数のとき

は、代表幹事の決するところによる。 

7. 代表幹事が幹事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案

につき幹事の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当

該提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。 

 

(委 員 会) 

第 12条 幹事会は、事業の運営上必要があるときは、委員会を設置し、調査研究、政策提

言、第 3条に関連する業務等を行わせることができる。 

2. 委員会は、前項の規定による幹事会の指示に基づき、調査研究、政策提言その他

第 3条に関連する業務等を行う。 

3. 幹事会は、各委員会の責任者を指名することができる。 

4. 委員会は、とりまとめた調査研究、政策提言、事業等を幹事会に報告するものと

する。 

5. 委員会は、必要により、委員会の下部組織として作業部会を設置することができ

る。 

 

第 4章 会  計 

 

(会計年度) 

第 13条 協議会の会計年度は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

第 5章 そ の 他 

 

(秘密保持) 

第 14条 協議会の会員は、アイデア、技術、その他資料など、本会の活動等に関連して知

り得た業務上の情報並びに顧客及び会員等に関する個人情報(以下、｢秘密情報｣

という。)を厳に秘密として保持し、第三者に開示または漏洩してはならない。

但し、受領した時点で既に公知の情報、自らの責によらずして公知となった情

報、会員が既に適法に保有している情報及び開示する正当な権限を有する者から

秘密保持義務を課されることなく受領した情報についてはこの限りでない。 
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2. 協議会の会員は、秘密情報を、本協議会の目的以外の目的に使用せず、また本契

約の目的達成のために必要な範囲を超えてコピー・複製等を行わない。 

3. 協議会の会員は、退会時、またはそれ以前に協議会から要請があった場合は、秘

密情報の全て(コピー・複製物を含む)を、協議会の指示に従い返却、廃棄又は消

去するものとする。 

 

(事 務 局) 

第 15条 協議会は、その事務を処理するため事務局を置き、会長が指名する事務局長がこ

れを統括する。 

 

(解  散) 

第 16条 協議会は、会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数をもって行う総会の決議により解

散する。 

 

(協議会の性質) 

第 17条 協議会は、法人格を有さない任意団体とする。 

 

(委  任) 

第 18条 この規約のほか、協議会の運営上必要な事項は幹事会又は代表幹事が別に定め

る。 

 

(規約の変更) 

第 19条 この規約は、出席した当該会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行

う総会の決議により変更することができる。 

 

附  則 

 

1. 本規約は平成 22年 6月 29日から施行する。 


